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1. 調査目的
水質汚濁を効果的に防止するためには、各種発生源からの汚濁物質の排出を抑制する必要が

あるが、合理的かつ効果的な排出規制及び指導を行うためには全国的に排出源と排出量を把握

しなければならない。

このため、本調査は水質汚濁防止法の規制対象事業場における水質汚濁物質の排出量等の動

向を把握し、排水基準の設定、見直しに活用するための基礎資料とすることを目的とする。

なお、本調査は総務省承認統計調査として実施している（平成１５年度承認番号 No.23457）。

2. 調査内容
2.1 調査概要

(1) 調査対象事業場

本調査は、水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場又は事業場（特定事業場）のう

ち、一律排水基準が適用される工場・事業場（約 49,000）を対象として実施した。
（指定地域特定施設及び湖沼水質保全特別措置法で定めるみなし指定地域特定施設を含

む。）

(2) 調査対象期間

・本調査は、環境省と経済産業省が共管する承認統計調査として昭和５２年度より毎年実施

している。平成１５年度調査は、総務省より承認された承認期限に従い、平成１５年９月１

日～平成１５年１２月１９日の期間に実施した。

・本調査では、対象工場・事業場における排水濃度等の前年度実績を対象としており、平成

１５年度の調査対象となる期間は平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日となる。

2.2調査手順

調査手順は、以下の流れのとおり行った

(1) 調査対象名簿作成

前年度調査結果の名簿データの今年度調査の名簿データへの修正削除及び新規登録作

業を行った。具体的な作業内容は以下のとおりである。

a. 新たに調査対象となった新設事業場の登録
b. 特定施設の廃止・公共下水道への接続により調査対象から外れる事業場の削除
c. 事業場名、事業内容等の変更に伴う名簿等のデータ修正
d. 法令改正に伴い調査対象となった新設事業場の登録
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(2) 調査票の印刷 

(1)の作業により作成された今年度調査用名簿データに基づき、調査票に必要データを印字
した。

調査票には前年度の回答の内容を環境省が作成した調査票にプレプリントした。

(3) 調査票の発送と回収 

必要データを印字した調査票を各事業者に発送した。発送した調査票には返信用封筒を同

封し、文書にて事業者へ返信を依頼して行った。

(4) 回収表の整理とデータ入力 

回収された調査票についてデータの入力を行った。入力は調査票の記入をそのまま入力す

る形をとったが、内容に矛盾のある回答等については、事業者に対する確認を行った。

また入力完了後、一定数のサンプルを抜き取り、入力内容について入力ミスの確認を行うとと

もに、今年度より準拠する産業分類コードが改正されるため、産業コードの見直しを行った。こ

の際、コード未記入、入力された産業分類コードに対応する産業分類及び旧産業コード9999
（外に分類されない産業）については、適切な産業コードとなるよう修正を行った。

(5) マスターファイルの作成 

入力したデータをもとに、マスターファイルを作成した。

(6) 集計･解析及び集計結果のとりまとめ 

入力データをもとに 3.調査結果のまとめに示すとおり集計・解析を行った。

2.3 調査対象工場・事業場数と回収状況

調査票回収状況

排水量・有害物質区分

① ② ③

全体 49,060 30,791 5,795 12,473

回収 39,358 25,541 5,186 8,631

非回収 9,702 5,250 609 3,842
回収率 80.2% 82.9% 89.5% 69.2%

※排水量・有害物質区分

①：排水量50m3/日以上、有害物質排出のおそれなし
②：排水量50m3/日以上、有害物質排出のおそれあり
③：排水量50m3/日未満、有害物質排出のおそれあり

分類 総数

＊代表特定施設別排水濃度の事業場数等については、アンケートの記入し忘れ等により、

一部、実際の施設数と一致していない場合もあります。
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